
資料－２

・・「「第第11回検討の場」議事要旨回検討の場」議事要旨についてについて

・「第・「第11回検討の場」の討議結果等について回検討の場」の討議結果等について

・「森林の保全」・「森林の保全」の効果の効果についてについて（事務局提案）（事務局提案）
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一次選定 ３つの評価軸（安全度･実現性･コスト）により、玉来川流域で有力となる治水対策案を２～５案程度選定３つの評価軸（安全度･実現性･コスト）により、玉来川流域で有力となる治水対策案を２～５案程度選定
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河道掘削

治水対策メニュー治水対策メニュー

流域対策メニュー流域対策メニュー
（霞堤、輪中堤、水田貯留、各戸貯留浸透施設、森林保全）

河道改修

河川整備メニュー河川整備メニュー
（河道改修・ダム・遊水地）

流域対策メニューは

全１４案！！

２

既設ダム

の有効活

用

１

<現行整備計画案>

河道改修＋ダム

有識者会議での方策案有識者会議での方策案

河川整備メニューは

全１２案！！

【対策】

玉
来
川
の
治
水
対
策
の
方
策

玉
来
川
の
治
水
対
策
の
方
策

・有識者会議による治水対策案の２６方策および玉来川における治水対策案の選定の流れを以下に示す。

■有識者会議による方策案と■有識者会議による方策案と玉来川での選定手順玉来川での選定手順

総合評価 ７つの評価軸により総合的に評価し、玉来川流域における最適な治水対策案の順位づけを行なう７つの評価軸により総合的に評価し、玉来川流域における最適な治水対策案の順位づけを行なう

詳細検討 一次選定された治水対策案（２～５案程度）に対して、組み合わせ案を含め一次選定された治水対策案（２～５案程度）に対して、組み合わせ案を含め詳細な検討を実施詳細な検討を実施

第１回第１回

第２回第２回
以以 降降
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有識者会議において示された７つの評価軸有識者会議において示された７つの評価軸

・有識者会議にて示された７つの評価軸の概要と玉来川においての適用方針（案）を以下に示す。

①安全度（被害軽減効果）①安全度（被害軽減効果） ②コスト②コスト ③実現性③実現性 ④持続性④持続性

⑤柔軟性⑤柔軟性 ⑥地域社会への影響⑥地域社会への影響 ⑦環境への影響⑦環境への影響

※１ ※２

※１）大野川上流圏域河川整備計画に基づきH2.7洪水（W=1/80年）の防御を目的とする
※２）今後必要となる事業費（例；ダムの場合は残事業費＋維持管理費のこと）

一次選定は、『ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領』に基づき、下記３つの

評価軸により概略評価を行い、玉来川流域で有力となる治水対策案を２～５案程度選定する。

玉来川における評価軸の適用方針（案）玉来川における評価軸の適用方針（案）

一次選定

■ 安全度 ：『治水上の効果が極めて小さいと考えられる案』を除外

■ 実現性 ：『制度上、技術上の観点から実現性が低いと考えられる案』を除外

■ コスト ：『コストが極めて高いと考えられる案』を除外

※ 評価方法は、まず目標の治水安全度が確保できず「×」となる場合は他の評価は対象外とし選定せず、

次に他の評価軸のいずれかで「×」となった場合は選定しないこととした。

■■評価軸の概要と玉来川への適用方針（案）評価軸の概要と玉来川への適用方針（案）

一次選定された治水対策案についてそれぞれ詳細な検討を行ない、その検討結果を用いて

７つの評価軸により総合的に評価し、最適な治水対策案についての順位付けを行なう。

詳細検討・総合評価
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■治水対策検討に関わる方策の適用と組み合わせ■治水対策検討に関わる方策の適用と組み合わせ（案）（案）

安全度:×

実現性:－
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採用しない
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等
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河道掘削
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来
川
の
治
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策
の
方
策

玉
来
川
の
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水
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の
方
策

流域対策メニュー流域対策メニュー
（霞堤、輪中堤、水田貯留、各戸貯留浸透施設、森林保全）

河道改修

河川整備メニュー河川整備メニュー
（河道改修・ダム・遊水地）

・玉来川流域の治水対策案について、・玉来川流域の治水対策案について、３つの評価軸（安全性・実現性・コスト）により一次評価した結果、３つの評価軸（安全性・実現性・コスト）により一次評価した結果、

事務局として、現行整備計画案（河道改修＋ダム）とダム案以外の治水対策案４案を一次選定した。事務局として、現行整備計画案（河道改修＋ダム）とダム案以外の治水対策案４案を一次選定した。

安全度:△

実現性:×

コスト:×

大蘇ダム及

び魚住ダム

の有効活用

は計画目標

の治水安全

度を確保で

きず、コスト

も高いため

採用しない

不採用

安全度:△

実現性:×

コスト:×

掘込み方式

は家屋補償

や用地買収

等による社

会的影響が

最も大きく

コストも高

いため採用

しない

地役権方式

は地形上貯

留効果が小

さく他の案

よりコスト

も高くなる

ため採用し

ない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

超過洪水対

策であり、

計画目標の

治水安全度

を確保でき

ない。また、

現時点で技

術的手法が

確立されて

いないため

採用しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

超過洪水対

策であり計

画目標の治

水安全度を

確保できな

いため採用

しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

内水被害は

軽減するが

計画目標の

治水安全度

を確保でき

ない。また、

排水により

かえって水

位を上昇さ

せ危険性が

高まるため

採用しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

施設をつく

る適地は、

玉来川流域

の１％未満

と少なく、

貯留効果は

小さいため

採用しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

主に山間部

を流れてお

り、遊水地

案の箇所の

他に適地が

見られない

ため採用し

ない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

部分的に低

い堤防は無

いため採用

しない

（物理的に

不可能）

不採用

安全度:△

実現性:×

コスト:－

輪中堤内の

家屋等資産

は守れるが

河川の氾濫

流による水

田の流出や

土砂堆積等

の耕地被害

は残るため

採用しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

超過洪水対

策であり計

画目標の治

水安全度を

確保できな

いため採用

しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

超過洪水対

策であり計

画目標の治

水安全度を

確保できな

いため採用

しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

現状以上の

被害の拡大

は防げるが

当該方策にピ

は治水安全

度向上機能

はなく、孤立

防止対策が

必要で生活

基盤である

水田を守れ

ないため採

用しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

流出量には

既に水田の

貯留効果を

見込んでお

り、当該方

策には治水

安全度向上

機能はない

ため採用し

ない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

流出量には

既に森林の

貯留効果を

見込んでお

り、当該方

策には治水

安全度向上

機能はない

ため採用し

ない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

当該方策に

は治水安全

度向上機能

はなく、一般

的に家屋等

の資産の被

害軽減を図

ることはで

きないため

採用しない

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

当該方策に

は治水安全

度向上機能

はなく、現時

点では日本

で制度化さ

れていない

ため採用し

ない

不採用

有
識
者
会
議
で
の
方
策
案

有
識
者
会
議
で
の
方
策
案

１

<現行整備計画案>

河道改修＋ダム

安全度:×

実現性:－

コスト:－

流域の土地

利用状況か

ら施設を作

る適地が少

なく貯留効

果は小さい

ため採用し

ない

不採用

16

部分的に

低い堤防

の存置

安全度:×

実現性:－

コスト:－

霞堤は無い

ため採用し

ない

（物理的に

不可能）

不採用

安全度:×

実現性:－

コスト:－

超過洪水対

策であり、

計画目標の

治水安全度

を確保でき

ない。また、

現時点で技

術的手法が

確立されて

いないため

採用しない

不採用

【対策】

安全度:○

実現性:△

コスト:○

放水路＋上

流河道改修

の複合案で

安全度を確

保する

上記より

採用する

安全度:○

実現性:△

コスト:○

上記より

採用する

安全度:○

実現性:△

コスト:△

上記より

採用する

安全度:△

実現性:△

コスト:○

上記より

採用する

治水対策メニュー治水対策メニュー

安全度:△

実現性:×

コスト:－

宅地のかさ

上げで家屋

は守れるが

河川の氾濫

流による水

田の流出や

土砂堆積等

の耕地被害

は残るため

採用しない

不採用

ダム案は

現行整備

計画案で

ある
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■■第１回検討の場の討議結果第１回検討の場の討議結果およびおよび今後今後の進め方の進め方

一次選定された上記５案について、組み合わせを含めた詳細検討を実施し、

７つの評価軸（これから必要な事業費および維持管理費を考慮したコスト比較を行う）により

総合評価し、最適な治水対策案の順位付け最適な治水対策案の順位付けを行なう。

第２回以降で

第
１
回
「
検
討
の
場
」
討
議
結
果

有識者会議で示された２６の方策を安全度、実現性、コストの３点にて概略評価を行ない、

以下の治水対策案に絞り込みを行なった。

２６の方策は、１２の河川整備メニュー（河道改修、ダム、放水路等）と１４の流域対策

メニュー（輪中堤、貯留施設、森林保全等）から構成されている

項 目

イメージ

図

一次評価

結果

① 河川改修
＋玉来ダム

② 放水路 ③ 河道の掘削 ④ 引堤 ⑤ 堤防かさ上げ

－

⑥ 森林の保全

現行整備計画案 玉来川流域における治水対策の一次選定（案）

安全度･･･○

実現性･･･△

コスト･･･○

安全度･･･○

実現性･･･△

コスト･･･○

安全度･･･○

実現性･･･△

コスト･･･△

安全度･･･△

実現性･･･△

コスト･･･○

安全度･･･×

実現性･･･－

コスト･･･－
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■森林の保全について①■森林の保全について①

森林の保全は、主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくり流出させる

という森林の機能を保全することである。良好な森林からの土砂流出は少なく、また風倒木

等が河川に流出して災害を助長すること等がある。そして森林面積を増加させる場合や顕著

な地表流の発生がみられるほど荒廃した森林を良好な森林に誘導した場合、洪水流出を低下

させる可能性がある。

しかし、顕著な地表流の発生が見られない一般の森林では、森林に手を入れることによる

流出抑制機能の改善は、森林土壌がより健全な状態へと変化するのに相当の年数を要するな

ど不確定要素が大きく、定量的な評価が困難であるという課題がある。

※「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」より
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■森林の保全について■森林の保全について②②

【玉来川流域における土地利用の現状】

玉来川流域における牧草地並びに野草地を植林した場合の流出量について試算を行った。

流出量の試算は、土地利用の変化を加味した等価粗度により、流域定数にて植林を表現する

ものとした。なお、対象洪水は計画波形となっている平成2年7月洪水とし、玉来川における

植林による流出への効果量を試算した。
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■森林の保全について③■森林の保全について③

【試算結果】

・植林前と植林後の流出量を算出すると、左図のとおり

80m3/s（ピーク低減5%）程度の効果がみられる。

【問題点】

・牧草地を植林すると、畜産業への影響があり、現実的

ではない。

・樹木を植林してから成木になるまで約30年必要であり、

竹田市街地を守るまでに時間を要する。

（詳細検討を行わない理由）

玉来川流域における過去の出水(昭和57年7月、平成2年7月出水等)は、梅雨期の出水であり、洪水前

の降雨で土が飽和状態となり、洪水が最大となる時に土の保水効果が少ないことから、安全面を考え、

詳細検討(組み合わせも含む)から除外する。

（附帯意見）

学識経験者からの附帯意見として、報告書に下記の事項を盛り込むものとする。

【学識経験者(林学)の意見】

玉来川流域の森林を適正管理することによって、森林の水源涵養効果や保水効果は、通常の降雨で

は十分効果が見込まれることから、今後、流域の関係機関に対し、適切な維持・管理を行うよう、

働きかけを行うこと。
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